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中国アンチダンピング再審調査への対応に関するお知らせ 

当社製品を含む日本製電解紙に対するアンチダンピング措置について、2012 年 4 月 18 日に中

国商務部のホームページで次の発表がありました。 

 

＊2007 年 4 月 18 日から 5 年間の日本製電解紙に対するアンチダンピング措置の実施期間が

終了した。 

＊中国内の電解紙製造会社からアンチダンピング措置の継続を求める申請があり、再審を行

う。再審の調査は 2012 年 4 月 18 日より開始し、2013 年 4 月 18 日前に完了する。調査期

間中は、アンチダンピング税徴収を継続する。 

＊利害関係者は本公告発表後 20 日以内に応訴することが可能。 

 ご参考：中国商務部ホームページ 

      http://gpj.mofcom.gov.cn/aarticle/cs/201204/20120408074545.html 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において中国のアンチダンピング課税の再審調査に応訴しないこ

とを決定しましたので、お知らせいたします。 

 

なお、本件による当期業績への影響につきましては、現段階では軽微と考えております。 

 

以上 


